
7
 

て
い
る
。
そ
の
う
ち
、

J
R
東

あ
た
り
、

仙
台
市
東
部
か
ら
続

く
広
い
沖
積
地
の
一
部
を
占
め

し
て
い
る
。
本
遺
跡
の
あ
る
多

そ
―
町
四
方
前
後
の
区
画
を
つ
く
っ
て
い
る
。
各
区
画
内
は
基
本
的
に
宅
地
と

な
っ
て
お
り
、
生
産
域
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
住
居
は
ほ
と

ん
ど
が
掘
立
柱
建
物
で
あ
り
、
竪
穴
住
居
を
主
体
と
す
る
集
落
と
は
大
き
な
相

違
が
認
め
ら
れ
る
。
東
西
大
路
は
内
陸
方
面
か
ら
多
賀
城
に
至
る
主
要
ル
ー
ト

で
あ
り
、
こ
れ
に
面
し
た
区
画
は
国
司
な
ど
上
級
官
人
の
邸
宅
、
離
れ
た
区
画

は
中
・
下
級
官
人
の
住
ま
い
と
な
っ
て
お
り
、
階
層
に
応
じ
て
宅
地
の
班
給
が

行
な
わ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。

う
と
仙
台
平
野
の
北
東
端
部
に

賀
城
市
西
部
は
、
地
理
的
に
い

史
跡
多
賀
城
跡
の
南
西
に
展
開

部
か
ら
北
東
約
一

0
k
m
、
特
別

れ
る
南
北
大
路
と
そ
れ
と
直
交
す
る
東
西
大
路
を
基
準
と
し
て
お
り
、
お
お
よ

山
王
遺
跡
は
仙
台
市
の
中
心

6
 
5
 

都
城
跡

調
査
担
当
者

遺
跡
の
種
類

遺
跡
の
年
代

宮
城
県
多
賀
城
市
山
王

一
九
九

0
年
（
平
2
)

四
月
ー
八
月
、
ニ

0
年
四
月
l
―
二
月
、
三

敬
‘
-
―
―

弥
生
1
江
戸
時
代

千
葉
孝
弥

4
 

多
賀
城
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー

石
川
俊
英
・
相
沢
清
利
、
ニ
一
九
九
一
年
四
月

i
―
二
月

千
葉
孝
弥
・
石
本

3

発
掘
機
関

2

調
査
期
間

1

所
在
地

さ
ん
の
う

宮
城
・
山
王
遺
跡

一
九
九

北
本
線
岩
切
駅
か
ら
多
賀
城
跡
に
か
け
て
の
県
道
泉
・
塩
釜
線
沿
い
の
地
域
は
、

東
西
に
長
い
微
高
地
で
あ
り
、
本
遺
跡
は
そ
の
東
半
部
に
立
地
し
て
い
る
。
な

お
、
こ
の
微
高
地
は
、
七
北
田
川
や
多
賀
城
跡
の
西
側
近
く
を
南
流
す
る
砂
押

川
の
沖
積
作
用
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
自
然
堤
防
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
標
高

は
お
お
よ
そ
五
ー
六

m
で
あ
る
。
そ
の
北
側
は
丘
陵
部
に
囲
ま
れ
た
広
い
範
囲

が
低
湿
地
と
な
っ
て
お
り
、
南
側
は
微
高
地
と
低
湿
地
が
複
雑
に
分
布
し
て
い

本
遺
跡
を
は
じ
め
多
賀
城
跡
の
南
部
か
ら
西
部
に
位
置
す
る
新
田
・
市
川

橋
・
高
崎
遺
跡
は
奈
良
•
平
安
時
代
の
遺
構
・
遺
物
が
多
数
発
見
さ
れ
、
多
賀

城
と
密
接
な
関
わ
り
の
あ
る
遺
跡
群
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
特
に
、
本
遺
跡
及

び
市
川
橋
遺
跡
で
は
九
世
紀
に
な
る
と
東
西
・
南
北
の
直
線
道
路
に
よ
っ
て
方

格
地
割
り
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
方
格
地
割
り
は
、
朱
雀
大
路
に
擬
せ
ら

る。

第
九
次
調
査
（
千
刈
田
地
区
）
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灰
白
色
火
山
灰
ブ
ロ
ッ
ク
も
混
入
し
て
い
る
こ
と
か
ら
―
―一
時
期
目
の
年
代
は

一

第
一

0
次
調
査
（
八
幡
地
区
）

本
調
査
区
は
特
別
史
跡
多
賀
城
跡
の
南
西
約
――-
0
0
m
の
地
点
に
位
置
す
る
。

一
九
八
八
年
度
か
ら
自
動
車
専
用
道
路
建
設
に
関
わ
る
調
査
が
開
始
さ
れ
、
幅

二
0
m
の
路
線
部
分
に
加
え
、

0
世
紀
前
半
以
降
で
あ
る
。

四
万
―
―IO
O
O
NE
に
お
よ
ぶ
広
大
な
イ
ン
タ
ー

あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、

1
0
世
紀
前
半
に
降
下
し
た
と
さ
れ
る

者
の
贅
沢
な
暮
ら
し
ぶ
り
を
窺
わ
せ
る
。

S

B
四
七
四
は
同
位
置
で
四
時
期
の

本
調
壺
は
、

J
R
陸
前
山
王
駅
北
側
に
お
け
る
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
を
原
因
と

し
て
実
施
し
た
。
こ
の
場
所
は

、

東
西
大
路
と
北
1

東
西
道
路
、
西
6

•

西
7

南
北
道
路
と
名
付
け
た
道
路
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
た
邸
宅
の
南
東
部
に
あ
た
る
。

遺
構
は
、
上
層
と
下
層
で
そ
れ
ぞ
れ
一一
時
期
あ
り
、
合
わ
せ
て
四
時
期
の
変
遷

が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
上
層
古
段
階
の
遺
構
は
国
守
館
と
考
え
ら
れ

る
。
桁
行
九
間
、
梁
行
四
間
の

四
面
廂
付
東
西
棟
建
物

(
S
B
四
七
四
）
を
中

心
と
し
、
そ
れ
と
方
向
を
同
じ
く
す
る
桁
行
四
間
以
上
、
梁
行
二
間
の
南
北
棟

建
物
、
大
木
を
例
り
貫
い
た
井
戸
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

四
面
廂
付
建
物

は
多
賀
城
城
内
で
は
政
庁
正
殿
、
六
月
坂
地
区
官
術
主
屋
、
城
外
で
は
館
前
遺

跡
主
屋
に
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
本
地
区
か
ら
は
中
国
製
の
青
磁

．

白
磁

・
鉄
釉
陶
器
、
灰
釉
陶
器
、
緑
釉
陶
器
が
多
量
に
出
土
し
て
お
り
、
居
住

重
複
が
あ
り
、

三
時
期
目
の
柱
穴
埋
土
か
ら
木
簡
が
一
点
出
土
し
て
い
る
。
同

埋
土
に
は
多
量
の
焼
土

・
焼
壁
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
二
時
期
目
に
火
災
が

本
調
査
区
は
第
一

0
次
調
査
区
の
東
側
に
あ
た
る
。

S
D
一
八

0
の
延
長
部

一
点
は
天
平
五
年
籍
ま
た
は
天
平

―
二
年
籍
の
作
成
に
関
わ

は
底
面
付
近
か
ら
出
土
し
た
。

れ
な
い
。

チ
ェ
ン
ジ
予
定
地
を
対
象
と
し
た
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。
古
墳
時
代
中
期
か

ら
近
世
に
か
け
て
の
遺
構

・
遺
物
が
多
数
発
見
さ
れ
て
い
る
。
木
簡
は
奈
良
時

代
の
溝
と
井
戸
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
。
奈
良
時
代
に
は
城
外
を
広
範
囲
に
わ

た
っ
て
区
画
し
た
形
跡
は
窺
わ
れ
ず
、
遺
構
間
の
配
置
に
も
規
則
性
は
認
め
ら

木
簡
は
井
戸
S
E
五
0
ニ―

か
ら

一
点
、
溝
S
D
一
八
0
か
ら
二
点
出
土
し

て
い
る
。

S
E
五
0
ニ―

井
戸
は
底
面
に
曲
物
を
据
え
た
井
戸
で
あ
る
。
木
簡

溝
S
D
一
八

0
は
幅
約
四

・
ニ

m
の
大
溝
で
あ
る
。
方
向
は
北
で
西
に
約
―――

二
度
偏
し
て
い
る
が
、
調
査
区
東
端
部
で
は
約
七
度
の
傾
き
と
な
っ
て
い
る
。

―
1
0
 m
以
上
に
わ
た
っ
て
検
出
し
て
お
り
、
な
ん
ら
か
の
区
画
溝
と
考
え
ら

れ
る
。
堆
積
上
中
層
に
粘
質
士
層
や
腐
植
土
層
が
あ
り
、
多
量
の
土
器

・
木
製

品
を
は
じ
め
漆
紙
文
書
、
漆
紗
冠
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。
漆
紙
文
書
は
二
点

出
上
し
て
お
り
、

る
陸
奥
国
戸
口
損
益
帳
草
で
、
紙
背
文
書
は
百
済
王
敬
福
と
考
え
ら
れ
る
記
載

を
有
し
、
天
平

一
0
年
（
七
三
八
）
か
ら
天
平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
）
ま
で
の
一

二
年
間
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
も
う

一
点
は
天
平
宝
字
七
年
（
七
六
三）

の
具
注
暦
で
あ
る
。

第
―

二
次
調
査
（
八
幡
地
区
）

分
を
西
端
部
に
お
い
て
検
出
し
て
お
り
、
木
簡
は
そ
の
東
約
―

-
m
の
位
置
に
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)
の
木
簡
は
、
遺
構

・
遺
物
な
ど
考
古
学
的
検
討
か
ら
国
司
館
と
推
定
さ
れ

し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

餞
馬
収
文
（
題
簸
軸
）

①
は
題
簸
軸
で
あ
る
。
軸
部
は
つ
け
根
か
ら
欠
損
し
、
題
簸
部
に
つ
い
て
は

表
面
は
右
下
綿
と
左
側
面
、
裏
面
は
右
上
部
と
右
側
面
が
そ
れ
ぞ
れ
扶
り
取
ら

れ
た
よ
う
に
欠
損
し
て
い
る
。
題
簸
両
面
は
同
文
と
判
断
さ
れ
る
。
「
餞
馬
」

は
餞
別
の
た
め
の
馬
の
こ
と
で
あ
り
、
「
収
文
」
は
通
常
諸
国
の
貢
納
物
に
対

す
る
中
央
の
役
所
の
受
取
状
の
こ
と
で
あ
る
。
内
容
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の

解
釈
が
可
能
で
あ
る
が
、
右
大
臣
昇
進
に
と
も
な
っ
て
按
察
使
の
職
を
辞
し
た

人
に
陸
奥
守
が
餞
別
と
し
て
馬
を
進
上
し
、
そ
の
収
文
（
受
取
状
）
が
陸
奥
守

宛
て
に
送
付
さ
れ
た
と
い
う
理
解
が
最
も
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。
収
文
は
馬
を

送
る
際
の
陸
奥
国
司
解
文
案
な
ど
一
連
の
文
書
と
と
も
に
題
鍛
を
付
し
て
保
管

8
 (1) 

〔
殿
ヵ
〕

・
「
右
大
臣
口

〔
餞
収
ヵ
〕

口
馬
□

文

〔
大
殿
ヵ
〕

・
「
ロ
ロ
臣

□

あ
る

S
E
五
二

0
八
井
戸
か
ら
出
土
し
た
。
こ
の
井
戸
は
、
出
土
し
た
土
器
の

年
代
か
ら
お
お
よ
そ
奈
良
時
代
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

木
簡
の
釈
文

・
内
容

第
九
次
調
壺

(
5
5
)
 

x
 
3
6
 x
 
8
 

0
6
1
 

rll 

ー
ー
ー

l
|

ぃリ

ー
―
―
-
ー

ー
篭

(1)盃函墨彎

に

0 5 cm 
l---7--T――下―-,--1

川

l↓

゜
10cm 
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―

―

 

同

一

―

(
3
7
4
)
 

x
 
8
2
 X
 7 
0
1
9
 

長
口

る
区
画
か
ら
出
士
し
て
お
り
、
記
載
内
容
か
ら
国
守
館
で
あ
る
こ
と
を
決
定
づ

質
を
遂
げ
、
そ
の
中
心
と
な
る
国
府
に
お
い
て
も
次
第
に
国
司
の
館
の
役
割
が

重
要
性
を
増
す
と
い
う
指
摘
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

第
一

0
次
調
査

S
E
五
0
ニ
―
井
戸
跡

(2) 

゜
10cm 

(
1
6
5
)
 x

(
2
0
)
 X
 5 
0
1
5
 

②
は
全
面
的
に
文
字
面
が
削
り
取
ら
れ
て
い
る
。
日
々
の
作
業
を
記
し
た
大

型
の
記
録
簡
の
一
部
と
考
え
ら
れ
る
。
「
士
漆
」
と
い
う
記
載
か
ら
漆
塗
り
の

作
業
に
関
わ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
地
区
で
は
漆
付
着
士
器
が
多
量
に

出
上
し
て
お
り
、
漉
し
布
や
漆
紙
文
書
な
ど
も
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
エ

房
の
存
在
が
推
定
さ
れ
る
。

③
は
軍
団
関
係
の
も
の
で
あ
る
。
上
端
か
ら
約

一
寸
の
位
置
の
側
面
に
小
孔

(2) 

「廿
三
日
役
十
二
人〔人
ヵ
〕

口
相
替
不
役

□

口

〔
塗
ヵ

〕

□

-

土
漆
五

見
―
――

―

「軍
毅

□

主
帳

一

け
た
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
ま
た
、

1
0
世
紀
前
半
頃
地
方
政
治
は
大
き
く
変

(3) 

〔
食
ヵ
〕

「

ロロ

―

火
長
已
上

□

十
人

S
D
一
八
〇
溝
跡

口
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④
同
『
山
王
遺
跡
ほ
か
ー
発
掘
調
査
報
告
書
ー
」
(
-九
九
三
年）

①
多
賀
城
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
『
山
王
遺
跡
ー
第
九
次
発
掘
調
査

9

関
係
文
献

本
項
は
そ
れ
を
引
用
・
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。

が
貰
通
し
て
い
る
。
何
ら
か
の
帳
簿
整
理
に
か
か
わ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
他
S
D
一
八

0
か
ら
一
点
出
士
し
て
い
る
が
、
墨
痕
が
認
め
ら
れ
る
だ

第
ニ
一
次
調
杏

(
1
5
0
)
 X
 2
2
 x
 
3
 

0
1
9
 

釈
文

・
内
容
に
つ
い
て
は
、
関
係
文
献
③
④
に
平
川
南
氏
の
報
告
が
あ
り
、

報
告
書
ー
』
(
-九
九
一年
）

②
同
『
山
王
遺
跡
ー
第
一

0
次
発
掘
調
査
概
報
（
仙
塩
道
路
建
設
に
伴
う
八
幡

地
区
調
査
）

ー
」
(
-
九
九
一
年
）

③
同
「
山
王
遺
跡
ー
第
―

二
次
調
査
概
報
（
仙
塩
道
路
建
設
に
伴
う
八
幡
地
区

調
査
）
ー
」
(
-
九
九
―

一年
）

（
千
葉
孝
弥
）

上
端
か
ら
一
七

mm
の
位
置
に
小
孔
が
あ
る
。

(4) 

「

o
n
u

け
で
判
読
は
困
難
で
あ
る
。

T
E
L
o
ニ
ニ
ー
―
―
―
六
八
ー
0
一
三
四

多
賀
城
市
文
化
財
調
査
報
告
書
第
三
九
集

『
山
王
遺
跡
ー
第
一
七
次
調
査
ー
出
土
の
漆
紙
文
書
』
の
刊
行

多
賀
城
市
山
王
遺
跡
は
多
賀
城
の
南
西
、
砂
押
川
の
西
岸
に
位
置
し
て

い
る
遺
跡
で
あ
る
。
出
土
文
字
資
料
と
し
て
木
簡

・
漆
紙
文
書
な
ど
が
あ

り
、
そ
の
内
容
か
ら
国
司
館
や
漆
工
房
の
存
在
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。
漆

紙
文
書
に
つ
い
て
は
す
で
に
二
点
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
（
多
賀
城
市
埋

蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
『
山
王
遺
跡
ー
第

―
二
次
調
査
概
報
』

一
九
九
―
一年）、

そ
の
後
出
士
し
た
五
点
に
つ
い
て
の
報
告
書
が
刊
行
さ
た
。

釈
文
、
現
状
写
真
、
赤
外
線
テ
レ
ビ
の
画
像
の
図
版
を
掲
載
し
、
関
連

す
る
木
簡
、
正
倉
院
文
書
な
ど
の
史
料
の
検
討
を
踏
ま
え
た
解
説
を
付
す
。

中
で
も
駅
戸
編
成
の
あ
り
方
を
示
す
記
載
を
含
む
計
帳
歴
名
（
三
号
文
書
）
、

現
存
計
帳
と
は
戸
口
の
記
載
順
を
異
に
す
る
計
帳
様
文
書
（
四
号
文
書
）

な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。

多
賀
城
市
埋
蔵
文
化
財
調
壺
セ
ン
タ
ー
編
集

多

賀

城

市

教

育

委

員

会

発

行

一

九

九

五

年

三

月

刊

図
版
一
枚
、
本
文
三

0
頁、

B
5
版

頒
価
一

0
0
0
円
、
送
料
一
冊
二
四
0
円

問
い
合
わ
せ
先
多
賀
城
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー

〒
九
八
五
多
賀
城
市
中
央
ニ
ー
ニ
七
ー
一
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1995年出土の木簡

(1) 

(2) (3) 
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多賀城南面の街並み

①多賀城跡

②南北大路

③東西大路

④多賀城廃寺

⑤山王遺跡（第9次）

⑥山王遺跡（第10・12次）

⑦市川橋遺跡（第8次）

⑧市川遺跡（第10次）
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